
A

保護者が来校

B

事前に登録した

代理者が来校

緊急災害時の児童生徒引き渡しの流れ（令和3年5月～）

緊急性が高い 緊急性が高くない

保護者が了承

引　き　渡　し

登校後に災害発生(発生の予報)

引き渡しが必要 通常下校・集団下校・教師の引率など

学校安心メールで引取のお願い、場合によっては電話連絡

（迎えが来るまで児童生徒は学校待機）

A・B以外の人が引き取ることを申出

（学校からは依頼しない）

引き渡し登録書

を確認

保護者に確認


